
利 用 規 則 

 

2023年 3月 4日 

北山田地域菜園管理運営委員会 

 

北山田町内会は会員の交流、親睦を目的として地域菜園を運営します。 

菜園の円滑な運営と効果的な利用、利用者相互間ならびに近隣住民への配慮、地域の環境保

持のためこの利用規則を定めます。 

 

１．利用者相互協力  

 北山田地域菜園の利用者は、お互いの意思疎通をはかり相互協力に努めることとします。 

  

２．実作業における注意喚起  

菜園利用時の実作業にあたって、管理運営委員（管理者）から注意（指導）が行われた

場合はこれに従うこととします。 

  

３．環境保持 

利用者は、地域の景観を損なうことのないよう環境保全に努めることとします。 

利用者間の意志疎通のもと利用区画のみならず全体区画についても同様に配慮を心が

けることとします。 

※ 収穫物・野菜くず・ごみ等は、必ず自宅へ持ち帰りましょう。 

※ 区画内の雑草、古木等はこまめに処理して下さい。 

  

４．徒歩の原則  

  利用者は、原則として徒歩で地域菜園へ往来することとします。 

   ※車での往来は原則として禁止とします。 

 

５．農薬の制限 

  有害農薬や除草剤を使用は禁止とします。 

 

６．高さならびに設置物の制限  

支柱やビニールハウスなど高さにより他の利用者に悪影響を及ぼす恐れのあるものは

自粛して下さい。 ※およそ高さ 1.5mまで 

また、利用区画を板などで囲うのは禁止とします。 

 

７．利用期間満了時の原状復帰 

利用者は利用期間の満了時（期間途中での利用停止など菜園利用の終了を含む）には、  

次の利用者の使用に障害とならないように生産物の回収を完了し用地を元の状態に戻

すこととします。 

                               

 

以 上 


